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柔道整復師の施術を受ける人へ
接骨院で保険の使えるものと使えないもの

問合せ 国民健康保険課　 （740）2006

　柔道整復施術（整骨院、接骨院）を受けると

きは以下のことに注意して下さい。

柔道整復師の施術で保険が使えるもの

①医師や柔道整復師に、骨折や脱臼、打撲、捻

挫など（肉離れを含む）と診断または判断され、

施術を受けたとき（骨折と脱臼については、応

急手当をする場合を除き、あらかじめ医師の同

意を得ることが必要）

②内科的要因による疾患ではないもの

健康保険が使えないもの

①疲労性・慢性的な要因からくる肩こり、筋肉

疲労

②慢性病や症状の改善がみられない長期の施術

③医療機関（整形外科などの病院）で同じ負傷

などを治療中のもの

④労災保険が適用となる仕事中や通勤途中での

負傷

治療を受けるときの注意

①保険対象外の場合もあるので、負傷の原因（い

つ、どこで、何をして、どんな症状か）を施術

機関に正確に伝える

②施術が長期にわたる場合は、内科的要因が疑

われるので、医師の診断を受ける

③領収書は必ず受け取り、大切に保管する

施術内容などの照会について

　施術日や治療内容について、国民健康保険課

から文書などで問い合わせる場合があります。

　負傷部位、施術内容、施術年月日の記録など

を保管し、答えられるようにしてください。

国保医療費のお知らせを送付
医療機関を受診した世帯加入者全員の総額を通知

問合せ 国民健康保険課　 （740）2006

　国民健康保険加入者に年６回（奇数月）、医

療機関を受診した世帯の加入者全員の医療費総

額が記載された「医療費のお知らせ」を送付し

ています。

　これは、実際にかかった医療費を知ることで、

健康に関する意識や国民健康保険制度に対する

認識を深めてもらうことを目的としています。

なお、受診がない場合は送付しません。

交通遺児激励金の申請
交通事故で保護者を失った小・中学生のいる家庭が対象

　５月１日㈪現在、市内に居住し、交通事故で

保護者（親権者か、親権者がない場合は監護し

ている人）を失った小・中学生のいる家庭に、

交通遺児激励金を支給しています。申請は５月

15 日㈪までに市役所５階の道路管理課へ。

問合せ 道路管理課　 （740）1184

保険料軽減措置が見直されます
後期高齢者医療制度

　制度の持続性を高め、世代間・世代内の負担

公平を図り、負担能力に応じた負担を求めるた

め、保険料軽減措置の見直しが行われました。

主な変更点は次の通り。なお、個人ごとの保険

料額は７月中旬に送付する保険料額決定通知書

でお知らせします。

①基礎控除後の総所得金額などが 58 万円以下

の人の所得割額の軽減措置を段階的に見直しま

す（表１）②資格取得日前日に被用者保険の被

扶養者であった被保険者の均等割額を段階的に

見直します（表２）③低所得者（２割・５割軽

減）の対象を拡大します。

問合せ 医療助成・年金課　 （740）1108

助成や給付、生活上での相談など、市役所で受け付け。

今月のお知らせを紹介します。

窓口からお知らせします

５
月
の

表１

表２

28 年度 29 年度 30 年度（予定）

５割軽減 ２割軽減 廃止

28 年度 29 年度 30 年度（予定） 31 年度（予定）

９割軽減 ７割軽減 ５割軽減

4,829円 ※ 14,489円 ※ 24,148円 ※

資格取得後２

年を経過する

まで５割軽減

※軽減後の保険料年額（28・29年度の均等割額48,297円で計算）

市役所への郵送は、〒666-8501と課・室名で届きま

す。料金表示のないものは無料。記載がない場合、

主体・主催は市で、受付時間は各施設の執務時間中。
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他 その他　申 申し込み（郵 郵便で　 電話で　 ファクスで　 webから　 E-mailで　窓 窓口のみ　先 先

着順　抽 定員超過の場合は抽選）問 問い合わせ　 電話番号　 ファクス番号　 ホームページ　 E-mail

市政情報  topics

　商店街の空き店舗対策と地域課題の解決に役立

つ事業や、地域住民の需要に応じた事業など、地域

経済活性化に効果が見込める新しい発想の事業を

５月１日㈪から随時募集します。

　要項と様式は、市ホームページに掲載。応募が

あった事業は選考審査し、採択されれば経費の一部

を補助します。なお、事業の熟度を上げるために、

市商工会の助言が必要になる場合があります。

　これまでの実績としては、妊娠期・産後の女性を、

整体やカウンセリングにより、穏やかに育児を楽し

めるよう支援する、託児付きのサロン「マタニティ

整体コモド」が採択されました。

補助制度の受け付けを開始 活動するグループを助成
提案公募型地域経済活性化事業 男女共同参画社会の実現へ

問合せ 産業振興課　 （740）1162

　性別に関わりなく、個性と能力を発揮できる男女

共同参画社会。その実現に向けて活動している、ま

たはこれから活動しようとしている市民グループ

の啓発活動や調査研究などの事業を助成します。
対代表者とメンバーの過半数以上が市内在住・在勤

者で、市内で活動する５人以上のグループ▷他プレ

ゼンテーションを行い、選考の上２グループ以内に

助成▷申 郵 市役所２階の人権推進室と男女共同

参画センター、各行政センターに備え付けの申込用

紙（市ホームページでダウンロード可）に必要事項

を書き、６月２日㈮（必着）までに同室へ
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問合せ 産業振興課　 （740）1162

スマホの人は

２次元コードから

申し込み！
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問合せ


